
特例貸付の受付期間終了に伴う意見表明 

２０２０年３月２５日以降、これまで２年半にわたり、全国の市区町村及び都道府県の社会福祉協

議会（以下、「社協」という。）は、新型コロナウイルス感染症の影響で失業、減収等により生活費不

足に陥った市民への生活福祉資金の特例貸付（以下、「特例貸付」という。）を実施してきました。 

私たち、関西圏の社会福祉協議会有志で組織している「関西社協コミュニティワーカー協会」

（以下、「関コミ」という。）は、特例貸付実施中に「新型コロナウイルス感染症特例貸付に関する社

協職員アンケート報告書」（以下、「報告書」という。）、オンラインによる「フォーラムの開催」、「コロ

ナ禍で生まれた社協活動・地域福祉実践共有アンケート」を実施してきました。これら一連のアクシ

ョンを通じて、現場の社協職員の状況を明らかにするとともに、特例貸付を利用したひとり親世帯、

外国籍住民、フリーランス、個人事業主、非正規雇用などの市民の生活問題に基づいて実施してき

た食料・生活物資支援や相談会、調査活動など、社協が地域の関係機関や住民と協働して企画し、

展開している実践を把握し発信してきました。私たちが「報告書」をとりまとめる過程において、特例

貸付の実施にあたり見えてきた課題を集約し、相談現場を担った社協職員 1,184人の声から生み

出した提言を改めてお伝えします。 

1. 「自助」の名のもとに公的責任を後退させないでください 

2. すべての困窮する人に支援が届く生活困窮者支援金制度の拡充を 

3. 入りやすく出やすい生活保護の弾力的運用を 

4. 包括的で継続的な生活困窮者支援ができる生活困窮者自立支援の制度を 

5. 「相談支援付き貸付制度」として生活福祉資金貸付の体制強化を 



6. 現場の声に向き合い実態を反映させる政策と運用を 

7. 社会福祉の相談援助職の処遇を適正化 

8. 貸付現場と協働した制度検証とそれに基づく改善を 

 

特例貸付の累計貸付件数は、２年半で実に、貸付件数は令和４年１０月１日時点で３３５万件、貸

付決定額は１兆４２６８億円を超えています。 

貸付開始の当初は、新型コロナウイルス感染症の影響がどこまで広がるか未知数であり、かつ

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置なども含めた対応が国民生活に与える影響も不透明な状

況下において、政府の生活支援・経済対策による資金供給が浸透する前の段階に、特例貸付によ

りコロナの影響で減収した世帯に全国で迅速に資金供給できたことは、「命をつなぐ」「生活維持」

につながったと、関コミとして評価しています。 

しかし、残念ながら、長期化するコロナ禍での国民の生活を支える手段として、政府がこれまで、

そして現時点において抜本的な対策を講じたとは言い難く、さらにはセーフティネット、権利としての

生活保護は、「弾力の運用の徹底」であって、制度改正、見直しとまで至っていないのが現状です。

これは、政府によって市民生活、経済生活を制限した結果を「自己責任」として貸付という形で最大

２００万円という債務を背負わせていることを意味しています。 

住民税非課税によって償還免除を受ける人もいますが、引き続き厳しい困窮した生活が続くこと

になります。長期化するコロナ禍から回復をする前に、今日の物価高による市民生活への影響によ

り、２０２３年１月からの償還開始によって厳しい生活に追い込まれる人が大勢いるのではないかと



懸念します。 

このため関コミは、２０２２年９月３０日をもって受付期終了が決まったことを受け、政府に対し、以

下の充実を図ることを求めます。 

１）緊急小口貸付などで債務を増やすだけでなく、生活再建の目途が立つ方に対応できる

スピード感と柔軟性のある生活保護制度の運用を求めます。（例：医療扶助の単給のよ

うに、生活扶助、住宅扶助、教育扶助等の単給を実施するなど） 

２） 現行の生活保護制度は、車の所有は認められていませんが、交通空白地域や山間部、都市

部においても、障害や病気、子育て等で、公共交通機関などの利用が出来ない等の理由で

どうしても車の所有が必要な場合には車の所有が認められています。特例貸付の利用者の

中にも、これらの理由で車の所有が必要な方々がいます。あらためて、生活保護制度におい

て必要な場合には車の所有を認めることが出来るということの徹底を求めます。 

３） 本人希望で生活保護を受けたくない方、基準に該当せず生活保護受給ができない方に

対して、生活保護制度から生活困窮者自立支援制度へ確実につなぎ、返済負担を抱え

ながらも生活の立て直しができるよう、必要に応じて家計改善支援事業による「本人

を真ん中にして、本人の生きる希望」に寄り添うなど、丁寧な支援の仕組みを求めま

す。生活保護制度と生活困窮者自立支援制度を含む支援が連携し合い、本人の生きる希

望を本人中心のチームで支えていくための仕組みの構築を求めます。 

４） 特例貸付が終了し、その償還が開始される今、多重債務による自己破産や、緊急小

口貸付を必要とする方などが増加し弁護士等との連携も必要となっています。こうし



た相談に対応するため、生活保護や生活困窮者支援の現場の体制強化を求めます。 

私たち社協職員は、特例貸付を通して表面化した生活困窮課題を決して置き去りにしません。 

２０２２年９月末をもって特例貸付の受付期間は終了しましたが、引き続き相談者一人ひとりの声

に耳を傾け、コロナ禍でつらい生活状態にある方々へのエンパワメント支援を関係機関と進

めていきます。また、個別的な課題としてだけでなく、新型コロナウイルス感染症がもたら

した地域の生活課題として捉え、社協として福祉に限らない幅広い地域の関係機関や民生委

員・児童委員、ボランタリー活動家等が連携・協働して、だれもがどのような状況にあって

も地域社会の一員として「自分らしく生きられる地域づくり」を進めます。 

私たち関コミは、引き続き特例貸付を通じて見えた「現場の社協職員の状況」、「困窮され

ている住民への支援のあり方」、「様々な課題に対応する地域福祉実践の広がり」などを把握

し、発信し続け、地域の福祉に係る社会課題への問題提起（自覚）に努めるとともに、「住

民主体の原則」に則った社会課題の解決に挑む地域福祉実践者（責任者）として、「自覚あ

る責任者」を実践する社協職員集団であることを表明します。 

２０２２年 10月 22日 

関西社協コミュニティワーカー協会役員一同 


